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　誰もが安心して働くことができる社会を実現するためには、労働者の

安全と健康が確保されることが大前提であり、労働災害防止のために国・

事業者・労働者がそれぞれの役割を果たすことが重要です。

　事業者は、労働者の安全と健康を確保する本来的な責務を有しており、

安全衛生関係法令の遵守のみならず、事業場において積極的に安全衛生

活動を展開していく必要があります。また、労働者自身も、職場におけ

る安全と健康の確保に気を配り、事業者の行う安全衛生活動に主体的に

参画していく必要があります。

　連合は、これまで国の労働災害防止計画に対応させた連合取り組み指

針を策定し、労働組合としての労働安全衛生活動を推進してきました。

今般、国の第14次労働災害防止計画が策定されたことを踏まえ、第6次「連

合労働安全衛生取り組み指針（2023年4月～ 2027年3月）」を第18回中央

執行委員会にて確認しました。そして、より具体的な取り組みを推し進

めるため、関連資料とともに本冊子を作成いたしました。

　構成組織と地方連合会においては、連合取り組み指針および本冊子を

活用し、業種・業態や事業場規模などに応じて具体的な取り組み課題を

抽出・設定した上で、労働組合のさらなる労働安全衛生活動の活性化と、

さらには地域や社会全体の「安全文化」の向上に向けて、取り組みを進

めていただきたいと思います。

はじめにはじめに
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はじめに
　誰もが安心して働くことができる社会を実現するためには、職場における労働者の安全と健康の確
保が大前提であり、国、企業、労働者などすべての関係者が、労働災害の撲滅に向け、それぞれの立
場で役割を果たしていくことが求められている。2022年6月の第110回ILO総会においては、新たに「安
全で健康的な労働環境」が中核的労働基準に追加され、その重要性が再確認された。
　労働安全衛生法は、事業者に対して、労働災害防止措置や快適な職場環境の実現、労働条件の改善
を通じた労働者の安全と健康の確保を義務付けている。一方で、事業場における安全衛生をより確実
なものとするためには、労働者自身の自覚と協力も不可欠であることから、労働者に対しても、労働
災害防止のために必要な事項の遵守や、関係者の実施する労災防止措置への協力が義務付けられてい
る。
　労使による事業場での労働災害防止の取り組みが行われているものの、毎年多くの労働災害が発生
していることから、政府としても5年ごとに労働災害防止計画を策定し、政労使が協力して、労働災
害の更なる低減をめざしている。今般、2023年4月からの第14次労働災害防止計画（略称「14次防」：
2023 ～ 2027年度）がとりまとめられた。
　連合はこれまで、「連合　労働安全衛生取り組み指針」を策定し、厚生労働省の労働災害防止計画
に対応した取り組みを進めてきた。このような状況を踏まえ、労働組合としての労働安全衛生対策を
さらに推し進めるため、「連合 労働安全衛生取り組み指針」（2023年度～ 2027年度）（以下「取り組み
指針」）を策定する。第6次となる今回の取り組み指針においては、作業行動等に起因する労災防止、
化学物質への対応、長時間・過重労働の是正、個人事業者等の安全対策などの課題に関する取り組み
を補強した。
　なお、労働安全衛生対策の内容は、産業や事業場ごとに異なるため、「取り組み指針」は、連合本部・
構成組織・地方連合会で取り組むべき課題のうち、共通して重要と考えられるものを軸に策定する。
構成組織と地方連合会は、この「取り組み指針」を活用し、業種・業態、事業場規模等に応じて具体
的な取組課題を抽出・設定した上で、労働組合の安全衛生対策が活性化するよう取り組みを進めると
ともに、安全衛生水準の向上と、地域や社会全体の「安全文化」向上に努める。

第14次労働災害防止計画の主な特徴
　第13次労働災害防止計画の計画期間においては、死亡災害の減少目標は達成したものの、休業4日
以上の死傷者数は増加することとなった。転倒・腰痛等の作業行動に起因する労災も顕著に増加して
おり、特に高齢化による影響や中小企業における労働安全衛生対策の取り組みの遅れなどが指摘され
たところである。また、課題として、産業医・産業保健スタッフの機能強化や個人事業者の保護のあ
り方などが挙げられている。
　これらを踏まえて、第14次防においては、〇転倒防止・腰痛予防など作業行動に起因する労災防止
対策、〇産業保健機能の強化、〇個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、〇化学物質等による健
康障害防止対策の強化、〇過重労働防止対策などが補強された。
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連合労働安全衛生取り組み指針の具体的内容

1．基本的な考え方

　労働災害防止のためには、政府、事業者、労働組合、労働者が連携し、それぞれの役割を果たすこ
とが重要である。政府は、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に
関し重要な事項を定めた計画（労働災害防止計画）を策定し、事業者などに対し、労働災害の防止に
関する必要な勧告又は要請する。事業者は、労働者の安全と健康を確保する本来的責務を有しており、
安全衛生関係法令の最低基準を遵守するのみならず、自主的な安全衛生活動を積極的に展開し、職場
内のリスクを極力低減しなければならない。また、労働者自身も、職場における安全・健康の確保に
気を配り、事業者の行う安全衛生活動に主体的に参画していくことが必要である。労働組合は、雇用・
就業形態や年齢に関わりなく、すべての労働者が健康に働き続けられるため、事業場の安全衛生水準
の向上とともに、地域社会全体における「安全文化」の向上に努めていく。

2．連合本部・構成組織・地方連合会・単組における取り組み

（1）連合本部は、以下の取り組みを実施していく。

○労働安全衛生にかかる最新の情報や各組織の取り組み好事例、抱える課題などを共有化するため
の連合全国セーフティネットワーク集会や各種セミナー・学習会などの開催
○各種団体の講習会の受講支援、安全衛生に精通した人材の紹介などを通じ、労働組合の労働安全
衛生人材育成を支援
○法律・制度の改正に向け、構成組織と協力しつつ、政府などの審議会・検討会への参画
○事業場の最新の実態を把握するため、3年毎に「安全衛生に関する調査」を実施し、以降の政策
要求・取り組みに反映
○連合の労働安全衛生に関する政策・提言の策定
○労働組合役職員の「衛生管理者」、「産業カウンセラー」資格の取得を推進
○政府や地方自治体の安全衛生に関する支援・助成制度や助成金に関する情報の収集、構成組織・
地方連合会への提供
○安全文化向上の観点から、長時間・過重労働の是正やハラスメントの防止など社会全体の問題と
して取り組むべき課題に対する機運の醸成

（2）構成組織は、以下の取り組みを実施していく。

○関連する業界団体との安全衛生に関する意見交換の実施
○構成組織ごとに発生頻度の高い労働災害または業種特有の労働災害の把握
○各構成組織の既存の「労働安全衛生方針」に、14次防における政府・企業の取り組みに対し、不
足部分などを補う施策を追加するなどの対策強化
○各種団体が実施する労働安全衛生研修やセミナーの受講などを通じて、労働安全衛生に精通した
組合役職員を育成
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（3）地方連合会は、以下の取り組みを実施していく。

○地域の労働災害の発生状況を把握したうえで、各種セミナーの開催や情報交換等の実施、その対
策に関する周知・啓発の強化

○都道府県労働局安全衛生労使専門家会議への積極的な参画
○都道府県地域両立支援推進チームへの積極的な参画
○実効性ある労働災害防止対策や、労働者の健康確保対策などを推進するため、現場に対する安全

衛生パトロールの実施や、集団指導への参画など、 その活動内容や会議の進め方の改善を都道府
県労働局に要請

（4）単組は、構成組織や地方連合会の指導・連携のもと、以下の取り組みを実施していく。

○事業者による労災防止の取り組みの問題点の把握とその解消に向けた働きかけ
○連合や構成組織が提供する労働安全衛生法令・指針などの改正状況を把握し、事業場の労働安全

衛生に反映
○災害防止団体や都道府県労働局などが実施する安全衛生に関する研修などを積極的に受講し、必

要な内容について、事業場の労働者に対し情報を提供
○安全を最優先とする企業文化の醸成とともに、安全活動の推進や、安全を支える人材の育成を労

使で実施
○他の労働組合との情報・意見交換や相互の職場の視察などを通じて、第三者視点からの職場の点

検活動を検討
○労働災害・疾病の発生に際しては、必要に応じて労災認定に向けた情報や証拠の収集に努め、被

災者とその家族を支援
○以下の取り組みのうち、事業場で必要と思われるものをピックアップし、事業場の労働安全衛生

の向上に向け、既存の安全衛生指針を強化

連合 労働安全衛生取り組み指針（2023-2027）
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安全衛生の取り組みに関して事業者に求めていく 
具体的内容

1．基本的事項

○個人情報の取り扱いに配慮したうえで、労働組合に対する事業場の安全衛生に関する情報の開示
○法令・指針や事業場の安全衛生基準等の遵守状況の確認・点検
○雇用・就業形態の多様化を踏まえた事業場の指示・合図などの基準の統一・徹底
○雇用・就業形態に関わりなく、すべての労働者に対する雇入れ時や作業変更時などの安全衛生教
育の徹底
○「安全で衛生的な環境の維持・整備」などの労働協約や就業規則への明記
○通勤災害も含めた労働災害の発生状況や原因、再発防止策を定期的に確認するとともに、重大な
労働災害が発生した場合にはその都度状況について報告
○労使による事業場の巡視を強化し、事故や災害につながりかねない要因の点検の実施と問題箇所
がある場合の速やかな改善
○類似災害防止に向け同様の作業を行っている事業場への災害情報の展開・周知
〇労災隠しの防止徹底、労働災害発生時の遅滞ない労働者死傷病報告の所轄の監督署への提出、休
業補償給付などの労災保険給付請求の監督署長への実施
○労働災害の再発防止に向けた施策や注意事項について、関係するすべての労働者に周知
〇すべての労働者が安全かつ衛生的に作業するために必要な費用の確保
〇ウェアラブル端末などのIT技術活用におけるプライバシーへの配慮、および保険者へのデータ提
供時における個人情報管理の徹底

2．職場における安全の取り組み

（1）化学物質への対応について

○事業場において使用・保管されている化学物質や製品などの危険有害性情報の把握、開示・伝達
の徹底
○危険性・有害性が明確でない化学物質（または製品）について、使用しないことの徹底
○化学物質管理者、保護具着用管理責任者等の選任や外部専門人材の活用などによる、労働者のば
く露を低減する施策の実施
〇化学物質の製造および取り扱いにおけるリスクアセスメントとそれにもとづく安全対策の実施、
および譲渡提供時のラベル表示、SDS交付の徹底
○危険有害な化学物質のばく露防止、リスク低減や、爆発・火災防止などの安全対策の徹底と、危
険有害な化学物質を扱う労働者に対する健康診断・健康相談・労働衛生教育の充実などの健康管
理体制の整備・拡充
○化学物質のリスク低減対策について、専門的知識を有する者の知見を踏まえ、安全衛生委員会な
どにおいて調査審議を実施

Ⅳ
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（2）石綿（アスベスト）と粉じんへの対応について

○「作業環境測定」の確実な実施と、その結果にもとづく必要な改善措置の実施
○第10次粉じん障害防止総合対策にもとづく、粉じんによる健康障害を防止するための自主的取り
組みの推進
○職場巡視などでの、社屋の「吹き付け材」「断熱材」「形成板」などの劣化状況の目視による確認と、
必要に応じた含有物の分析（アスベストの含有は専門機関で分析しないとわからないため）、封
じ込めまたは撤去に関する安全衛生委員会での検討
○建築物等の解体・改修工事等における、専門性を有する者による石綿含有状況に関する事前調査
の確実な実施と報告、および必要なばく露防止対策の実施

（3）作業行動や作業環境に起因する労働災害の防止について

○高所作業等における墜落・転落の防止と、落下距離に応じた適切な保護具等の使用の徹底、および、
作業現場での落下物の防止と、落下物に対する保護具等の使用の徹底
○長時間同一の姿勢をとらないことを基本としつつ、エルゴノミクス（人間工学）設計の製品の活
用などの「作業を労働者に合わせる」対策の実施
○転倒予防対策や、「職場における腰痛予防対策指針」を踏まえた腰痛予防対策の徹底、およびリ
スクの見える化と作業内容に適した器具等の導入・着用に関する取り組みの推進
〇「安全推進者*」を中心とした安全管理体制の整備を推進し、事業場単位の安全衛生管理に加え、
企業単位での安全衛生管理のあり方を検討
〇「テレワークの適切な導入及び実施のためのガイドライン」を踏まえ、チェックリスト等を活用
した自宅等の作業環境などを確認
○熱中症予防対策への理解促進、「職場における熱中症予防基本対策要綱」を踏まえた、暑さ指数
（WBGT値）の測定徹底および低減、作業時間の短縮、健康管理の徹底、労働者等向けの教育、
熱中症防止のための器具等の導入の推進
〇「騒音障害防止のためのガイドライン」を踏まえた作業環境測定、特殊健康診断等の徹底、労働
者等向けの教育、騒音性障害防止のための器具等の導入の推進
〇職場における労働衛生基準の見直しを踏まえた照度の確保、トイレ・休養室の設置状況などの職
場環境の点検と整備

*�「労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドラ
イン」を参照

（4）14次防で課題となった個別業種の対応等について

○陸上貨物運送業における「荷役作業における安全ガイドライン」を踏まえた墜落・転落や転倒災
害等の防止措置、保護帽等の着用、安全衛生教育の実施等、荷主も含めた安全対策の実施
○自動車運転者における実効ある交通労働災害防止対策と労働者への安全衛生教育の実施
○林業における「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」等にもとづく安全
な伐倒方法や保護具の着用、教育訓練等安全対策の周知徹底
○製造業における「機械の包括的な安全基準に関する指針」を踏まえた、はさまれ・巻き込まれ災
害防止のためのリスクアセスメントの実施と使用者へのリスク情報の提供の徹底
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○建設業における、墜落・転落災害の防止のための手すり等の設置、墜落制止用器具の確実な使用、
脚立等の安全な使用の徹底等の安全対策の実施

○クレーンなどの運転についての合図の統一、事故現場等を表示する標識の統一等の元方事業者に
よる実施の徹底、関係請負人、また関係請負人相互間の連絡・調整の確実な実施

○技術の進展に伴う作業環境の変化に対応した安全対策、安全基準・規格等について、実情にあっ
た対策を実施

（5）リスクアセスメントと安全衛生マネジメントシステムの普及

○事業場の安全衛生管理体制向上の観点からの、安全衛生専門人材の育成や、安全・衛生コンサル
タントなど、事業場外の専門人材の活用の促進

○リスク低減の観点から、事業者による設備の新設・改善や機器・保護具などの購入・更新の適切
な実施

○事業場の規模にかかわらず安全衛生管理体制を整備し、KY活動、危険の見える化、リスクアセ
スメントなどの安全衛生活動の活性化を促進し、自主的・継続的に安全衛生水準を向上

○ISO45001やILOガイドラインに沿った日本版OSHMS（労働安全衛生マネジメントシステム：JIS 
Q45100等）について、事業場の業務負担や国際的な動向に注視しつつ推進

3．事業場における長時間・過重労働やメンタルヘルス不調防止の取り組み

（1）長時間・過重労働防止に向けた対応について

○労使協議や安全衛生委員会などを通じた、裁量労働制適用者や管理監督者などを含む、職場で働く
すべての労働者の労働時間の把握と労働時間の的確な管理、および長時間・過重労働の未然防止

○不規則勤務や深夜労働の多い業種・職種に重点を置いた効果的な疲労の回復につながる勤務間イ
ンターバルの導入、休日・休暇の付与・取得の促進

○法定時間外労働が月45時間を超える労働者に対する面接指導とその結果にもとづく事後措置の実施
○雇用・就業形態の変化や仕事量の増加などにかんがみた人員確保、配置・業務分担の見直しなど

の必要な対策
○労働時間制度（裁量労働制や事業場外みなしなど）に関する運用実態の把握および適正運用に向け

た取り組み（労使協定・労使委員会、健康・福祉確保措置の実施状況、労働時間の点検）の徹底
〇裁量労働制適用者について、健康・福祉確保措置の実施など適切な制度運用の確保と実労働時間

をもとにした医師による面接指導の実施、管理監督者や機密事務を取り扱う者について、面接指
導が申請しやすい環境の整備

〇テレワークや副業・兼業などの多様な働き方について、労働時間管理の徹底と、副業・兼業にお
ける労働時間通算の確認

○ 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）等を踏まえ、自動車運転者の
拘束時間の縮減や休息時間の確保等の着実な実施

○ 医師の働き方に関する政省令を踏まえた、連続勤務時間制限や勤務間インターバルの確保、長時
間労働の医師への面接指導の実施

○協力会社（下請会社など）や取引先・関係先の労働者に対する長時間・過重労働や、過度なスト
レスをかけないための配慮の徹底
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○脳・心臓疾患のリスクが高い労働者への保健指導、メンタルヘルス不調に関する相談・指導、長
時間労働者に対する面接指導などの産業保健サービスを労働者が享受できるよう、産業医をはじ
めとする社内の産業保健スタッフや産業保健総合支援センター・地域産業保健センターとの連携
強化

（2）メンタルヘルス不調防止に向けた対応について

○管理監督者を含むすべての労働者に対するメンタルヘルス研修・教育を充実、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策の体制づくりの強化
○面接指導により労働者のメンタルヘルス不調が把握された場合、労働者およびその家族の希望を
尊重しつつ、必要に応じ、精神科医など専門機関との連携をはかることのできる体制の強化、不
利益な取り扱いの防止
○本人にメンタルヘルス不調の自覚症状がない場合でも、周囲が異変に気付き労働者に面接指導を
勧めたり、脳・心疾患発症リスクの高い労働者を見逃したりしないための、適切な健康管理体制
の強化
〇自宅等でテレワークを行う労働者に対するコミュニケーションの強化・充実、健康相談体制の整備
○「労働者の心の健康保持増進のための指針」で求められている「メンタルヘルス推進担当者」を
選任し、メンタルヘルス対策について人事労務上の問題点の把握や、職場復帰支援に必要な就労
条件の対応、配置転換・異動などの配慮
○自殺予防対策について、産業保健総合支援センター・地域産業保健センター、保健所などと連携
した相談体制の確保と強化
○すべての事業場において、雇用形態にかかわらないすべての労働者を対象としたストレスチェッ
クの実施
○ストレスチェックにおける集団分析の実施とその活用による職場環境改善、および安全衛生委員
会における報告・協議
○労働者が安心してメンタルヘルス等の相談が出来るための環境整備など、労働者へのメンタル面
でのサポート体制の構築
○職場におけるあらゆるハラスメントをなくすため、労使による予防・防止・解決に向けた周知啓
発や教育の強化・充実、業界団体や事業者の体制整備
○ハラスメント被害者の保護の観点から、各種のハラスメント指針を踏まえた就業規則の改定や体
制の整備、相談しやすい窓口の設置に加え、再発防止に向けた取組の強化
○過度なストレスの要因となるリスクの特定・評価（ストレスチェックの項目化などを含む）と、
特定されたリスクの低減に必要な措置についての労使での検討・実施

4．労働者の健康確保に向けた取り組み

○雇用・就業形態に関わりなく、すべての労働者が高齢期に至るまで健康で働き続けるための、適
切な職場づくりや健康障害の予防対策、健診項目の充実や健康増進のための支援策の実施
〇労働者自らの健康づくりや健康管理能力向上への支援に加え、メタボリックシンドローム（内臓
脂肪症候群）の診断基準による「健康指導」など生活習慣病の予防支援
○二次検診受診の徹底とその結果にもとづく適切な事後措置の実施についての確認
○「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」を踏まえた職場における受動喫煙防止対策

連合 労働安全衛生取り組み指針（2023-2027）

8



の強化徹底
○安全衛生分野における母性保護に向けた産業医や産業保健スタッフとの連携
○事業場の安全衛生対策に性別にかかわりなく意見が反映できる場の提供
○健康診断・保健指導の意義を労働者に説明し、定期健康診断の受診率100％を達成
○「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」や、両立支援コーディネー
ターの活用など、疾病を抱え、配慮を必要とする労働者に対する支援体制の整備
〇男女の更年期障害の症状、月経関連の症状等への配慮と支援
○新型インフルエンザや新型コロナウイルスをはじめとする新興・再興感染症などに対する労働者
の安全確保措置や業務遂行体制などに関する事前の労使の確認

5．安全衛生委員会の運営と産業医等との連携

○「事業場の規模にかかわりなくすべての事業場での安全衛生委員会の設置」を目標としつつ、当
面は30人以上の事業場で安全衛生委員会の設置を推進
○最低女性1名を含む委員の選出と定期的な委員会の開催
○協力会社（元請け・下請け等）の安全衛生担当者も含めた「合同安全衛生委員会」の設置
○安全衛生委員会の審議内容を事前にチェックしつつ、パート・有期・派遣等を含めた事業場のす
べての労働者から幅広く意見を聴取し、労働組合側からも必要に応じて課題を提起できる環境の
整備
○PDCAサイクルによる委員会の調査・審議の質の向上と関係する資料の充実
○安全衛生委員会で決定された事項の安全衛生管理の社内規定や労働協約などへの明記
○50人以上規模の全ての事業場における産業医の選任、50人未満事業場における産業医の選任の推進
○最低月1回以上の産業医による職場巡視の実施
○事業場の危険有害性や長時間労働などの実態に関し、安全衛生委員会における産業医を含めた審
議の実施、問題の改善
○産業医が、企業の管理者から独立して産業医学の専門的立場から職務を遂行しやすい仕組みや、
労働者が企業の管理者を経由せず直接産業医に相談できる仕組みの構築
〇教育研修などを通じた、安全管理者・衛生管理者など安全衛生担当者の質の維持・向上
○産業医・産業保健機能の強化を行うための必要な対策の推進（産業保健スタッフから構成される
チームによる産業保健活動を推進）
○すべての労働者が産業保健サービスを享受できるよう産業保健総合支援センターなどの活用およ
び小規模事業場を中心とした地域産業保健センターとの連携強化

6．災害復旧・復興等に向けた対応

○東日本大震災等をはじめとする自然災害からの復旧・復興事業等における安全な作業環境の確保、
安全衛生管理の徹底、未熟練労働者に対する安全衛生教育の実施
○公務労働を含めた、復旧・復興事業に従事する労働者への過重労働対策やメンタルヘルス対策の
充実
○東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた作業や帰還困難区域等で行われる除染における作業
に従事する労働者に対する安全衛生管理、被ばく線量管理、被ばく低減対策、健康管理等の実施
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○廃炉作業に従事した労働者に、離職後であってもメンタルヘルスケアも含めた健康相談の実施等
の長期的な健康管理対策を着実に実施
○電離則に規定された被ばく線量の限度により一定期間原発業務に従事できなくなる労働者に対す
る、解雇などの不利益な取り扱いがないよう、労使協議を通じた配置転換や職業訓練、転職支援
などの実施
○除染特別地域等における一定以上の線量下で作業に従事する労働者について、放射線特別教育、保
護具の適切な装着、被ばく線量の適切な管理、健康診断の受診などによる安全衛生の確保の徹底

7．多様化する雇用形態等に対応した対策の促進

（1）障がいを抱える労働者について

○手帳の有無にかかわりなく、障がいの種別や程度に応じた労働災害防止のために必要な対策の実施
○有給休暇の積立日数の限度を超えて、障害特性や傷病による休業や通院のために休暇を積み立て
る制度の創設や、障がいに応じて必要とする休息時間・場所を確保し、且つ障がいの重度化や、
その進行を防ぐ対応（職務内容・労働密度・職場環境などの検証や休息・通院時間等の確保）の
実施
○健康診断の実施における障害に応じた配慮と対応（会場、検査、結果通知など）
○労働者の抱える障がいについての正しい理解、適切な労働安全衛生上の配慮を行うことができる
ための管理職・労働者への啓発や研修の推進
○障がいにも多様な症状があり、外見からは判別できないことがあることを考慮し、障がい者のプ
ライバシーに配慮した対応の実施

（2）高年齢労働者について

○高齢化により増加傾向がみられる転倒や腰痛災害に対する配慮と職場環境の改善
○高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境の実現に向け、「エイジフレンドリーガイドライ
ン」を踏まえた安全と健康確保のための適切な配慮、勤務条件の改善、健康管理などの充実
○労働者の身体機能向上に向けた健康づくりなどの実施

（3）パート、有期、派遣等で働く労働者について

○安全衛生委員会におけるパート、有期、派遣等で働く労働者の意見の反映（労働安全衛生法で、
安全委員会、衛生委員会の設置が義務づけられていない50人未満の事業場でも、安全または衛生
に関する事項について派遣労働者を含む労働者の意見を聞くための労使で構成する機会（例：安
全衛生懇談会）の設置）
○パート、アルバイト等に対する雇い入れ時の安全衛生教育や健康診断などの確実な実施
○派遣労働者の安全衛生に関する事項（安全衛生教育、事故が発生した場合の対応等）についての
派遣先責任者と派遣元責任者との連絡調整の実施
○派遣労働者の一連続作業時間と休憩時間の適正化、作業量の適正化、作業姿勢の改善といった、
その従事する作業の適切な管理

連合 労働安全衛生取り組み指針（2023-2027）
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（4）外国人労働者（技能実習生を含む）について

○日本で安心して働くため、母国語またはやさしい日本語を用いた安全衛生マニュアルの作成等に
よる環境の整備、職場全体の安全衛生体制の確保
○長時間労働に対する面接指導制度やストレスチェック制度など、法律にもとづく措置について、
分かりやすい説明書を用いた外国人労働者の理解を促進するための必要な配慮と適切な実施
○「外国人雇用管理指針」および業種別安全衛生マニュアルや解説動画等を活用した安全衛生教育
の実施、労働災害防止のための日本語教育等の実施、労働災害防止に関する標識・掲示の実施、
健康管理の実施といった労働災害防止に関する取り組みの徹底

（5）個人事業者等（一人親方、フリーランス含む）について

○労働災害防止のための労働安全衛生に関する情報の共有化
○安全や健康の確保に関する意識啓発や職場内での声がけの徹底
○危険有害作業を行う個人事業者等における保護具使用など、労働者と同等の保護措置の徹底
〇労災保険特別加入制度の対象業種である場合は、労災保険への特別加入の促進
〇安全かつ健康的に働くことができる納期等の設定と、安全衛生対策を行う上で必要となる費用を
踏まえた請負契約の締結

� 以上

連合 労働安全衛生取り組み指針（2023-2027）
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◆新たな化学物質規制が導入されます
化学物質への対応について
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化学物質への対応について
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化学物質への対応について
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化学物質への対応について
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◆化学物質を取り扱うみなさまへ　ラベルでアクション
化学物質への対応について
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化学物質への対応について
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化学物質への対応について
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化学物質への対応について
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◆第10次粉じん障害防止総合対策
厚生労働省通達 基発 0330 第３号　令和５年３月 30 日より抜粋

石綿（アスベスト）と粉じんへの対応について
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石綿（アスベスト）と粉じんへの対応について
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石綿（アスベスト）と粉じんへの対応について
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◆石綿の有無の事前調査結果の報告が施工業者（元請事業者）の義務になります！
石綿（アスベスト）と粉じんへの対応について
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石綿（アスベスト）と粉じんへの対応について
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◆職場での腰痛を予防しましょう！　「腰痛予防対策指針」による予防のポイント
作業行動や作業環境に起因する労働災害の防止について
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作業行動や作業環境に起因する労働災害の防止について
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◆安全推進者を配置して、労働災害を減少させましょう！
作業行動や作業環境に起因する労働災害の防止について

73



作業行動や作業環境に起因する労働災害の防止について
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◆テレワークガイドライン　概要
作業行動や作業環境に起因する労働災害の防止について
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作業行動や作業環境に起因する労働災害の防止について
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◆熱中症を防ごう！ 「職場における熱中症予防対策」をご存知ですか？
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◆職場における労働衛生基準が変わりました
作業行動や作業環境に起因する労働災害の防止について
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◆労働災害防止のために　従業員の安全と健康の確保は事業者の責務です
リスクアセスメントと安全衛生マネジメントシステムの普及
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96

厚生労働省作成



◆労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
長時間・過重労働防止に向けた対応について

97
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◆労働時間等設定改善法　労働時間等見直しガイドラインについて
長時間・過重労働防止に向けた対応について
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◆裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です
長時間・過重労働防止に向けた対応について
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◆副業・兼業時の労働時間の通算のポイント
長時間・過重労働防止に向けた対応について
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◆改善基準告示が改正されます！　（トラック運転者、バス運転者、タクシー・ハイヤー運転者）
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◆医師にも時間外労働の上限規制が適用されます
長時間・過重労働防止に向けた対応について
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◆脳・心臓疾患の労災認定基準 改正に関する 4 つのポイント
長時間・過重労働防止に向けた対応について
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◆こころの健康　気づきのヒント集
メンタルヘルス不調防止に向けた対応について
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◆職場でつらい思いしていませんか？　職場でのあらゆるハラスメントは許されません！
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◆労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう
労働者の健康確保に向けた取り組み
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◆治療と職業生活の両立支援に向けて
労働者の健康確保に向けた取り組み
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◆働き方改革関連法の一環として「労働安全衛生法」が改正されました！
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◆安全衛生委員会を設置しましょう
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◆安全衛生管理体制について
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◆産業医について　～その役割を知ってもらうために～
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◆産業保健総合支援センター・地域産業保健センター
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労働者健康安全機構作成



◆ハートのあるビルを作ろう：バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）
障がいを抱える労働者について
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障がいを抱える労働者について
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障がいを抱える労働者について
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障がいを抱える労働者について
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障がいを抱える労働者について
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国土交通省作成資料より一部抜粋



◆エイジフレンドリーガイドライン　（高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン）
高年齢労働者について
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高年齢労働者について
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高年齢労働者について
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高年齢労働者について
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高年齢労働者について
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高年齢労働者について
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厚生労働省作成資料より一部抜粋



◆「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」のポイント
パート、有期、派遣等で働く労働者について
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パート、有期、派遣等で働く労働者について
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パート、有期、派遣等で働く労働者について
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パート、有期、派遣等で働く労働者について
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パート、有期、派遣等で働く労働者について
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パート、有期、派遣等で働く労働者について
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パート、有期、派遣等で働く労働者について
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パート、有期、派遣等で働く労働者について
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厚生労働省作成資料



パート、有期、派遣等で働く労働者について
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◆派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために
パート、有期、派遣等で働く労働者について
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パート、有期、派遣等で働く労働者について
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パート、有期、派遣等で働く労働者について
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パート、有期、派遣等で働く労働者について
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パート、有期、派遣等で働く労働者について

187



パート、有期、派遣等で働く労働者について
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パート、有期、派遣等で働く労働者について
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パート、有期、派遣等で働く労働者について
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パート、有期、派遣等で働く労働者について
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パート、有期、派遣等で働く労働者について
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厚生労働省作成資料より一部抜粋



◆外国人労働者に対する安全衛生教育には、適切な配慮をお願いします
外国人労働者（技能実習生を含む）について
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外国人労働者（技能実習生を含む）について
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外国人労働者（技能実習生を含む）について
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外国人労働者（技能実習生を含む）について
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厚生労働省作成



◆危険有害な作業を行う事業者は「作業を請け負わせる一人親方等」に対して一定の保護措置が義務付けられます
個人事業者等（一人親方、フリーランス含む）について
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個人事業者等（一人親方、フリーランス含む）について
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厚生労働省作成



◆適切な安全衛生経費の確保が必要です （安全衛生経費確保に関する建設業の事例）
個人事業者等（一人親方、フリーランス含む）について
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個人事業者等（一人親方、フリーランス含む）について
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個人事業者等（一人親方、フリーランス含む）について
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個人事業者等（一人親方、フリーランス含む）について
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厚生労働省作成



◆労災隠しは犯罪です
個人事業者等（一人親方、フリーランス含む）について
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厚生労働省作成
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